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監査基準委員会報告書第 25 号 

監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション 

平成 16 年２月 17 日 

改正 平成 21 年４月 21 日 

日本公認会計士協会 

本報告書の目的 

１．本報告書は、監査人による監査役若しくは監査役会又は監査委員会（以下「監査役

等」という。）とのコミュニケーションに関する実務上の指針を提供するものである。 

コーポレート・ガバナンスと監査 

２．金融審議会公認会計士制度部会報告「公認会計士監査制度の充実・強化」（平成 14

年 12 月 17 日）において、コーポレート・ガバナンスと監査について次のように提言

されている。 

 コーポレート・ガバナンスの充実・強化は、財務情報などの作成過程の健全性の確

保、経営者の行動や内部統制システムの実効性に対するモニタリング、市場における

財務情報の信頼性の向上などに大きく寄与するものであると考えられている。 

 監査役等は、財務情報などの作成過程の健全性の確保、経営者の職務執行の監視や

内部統制システムの実効性に対するモニタリングなどの機能を果たすものとされて

いる。 

 監査人は、財務諸表の監査を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に資

することが期待されている。 

監査役等のモニタリングの機能と監査人の監査 

３．監査役等による経営者に対するモニタリングの機能が内部統制の構成要素としての

統制環境を構成するため、監査役等はその職務遂行を通じて内部統制の有効性を高め

ることが期待される。それゆえ、監査人が実施する監査に影響を及ぼす。 

監査役等とのコミュニケーションの目的 

４．監査人は、監査役等が経営者に対するモニタリングの機能を果たし内部統制の有効

性を高めるために、監査人が監査において判断した事項及び発見した事項のうち監査

役等の職務遂行に関連して重要と判断する事項について、監査役等とコミュニケーシ

ョンを行わなければならない。 

５．取締役会は、会社法等の法令の規定に基づき、会社の業務を決定し、取締役又は執
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行役の職務の執行を監督する権限と責任を有している。しかし、監査人が行うコミュ

ニケーションは、専ら経営者に対するモニタリングの機能を担う監査役等を対象とす

る。 

 なお、監査役等が誠実に対応しない場合で、監査役等以外の機関等が実質的に経営

者に対するモニタリングの機能を有するときは、監査人は必要に応じて、これらの機

関等をコミュニケーションの対象者に含めることを検討する。 

６．本報告書において、経営者とは、取締役又は執行役のうち、企業における業務の執

行において責任を有する者をいい、具体的には、代表取締役若しくは業務執行取締役

又は代表執行役若しくは執行役を指す。 

コミュニケーションの範囲と内容 

７．コミュニケーションの範囲は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施した監査において、監査人が判断した事項及び発見した事項のうち監査役等の職

務遂行に関連して重要と判断する事項である。これらの事項は、会社法等の規定によ

り要求される事項に限らない。なお、監査人は、コミュニケーションを行うに当たり、

これらの事項のために特に監査手続を追加して実施する必要はない。 

８．監査人が監査役等とのコミュニケーションの対象とする事項には、例えば次の事項

がある。監査人は、必ずしも次の事項すべてについて対象とする必要はなく、監査役

等の職務遂行に関連して重要と監査人が判断した事項についてコミュニケーション

を行う。 

(1) 監査契約締結前に経営者と協議した重要な事項 

・ 監査契約締結前に経営者と協議した重要な会計方針及び監査の範囲 

(2) 監査人の監査計画に関する事項 

・ 監査人が考慮すべき企業の事業内容及び企業内外の経営環境等に関する事項 

・ 監査の基本的な方針、予定している主な監査手続や往査事業所等 

(3) 内部統制に関する事項 

・ 統制環境に関連する重要な問題（経営者の誠実性に関連する問題を含む。） 

・ 監査人が発見した内部統制の重大な欠陥 

・ 内部統制に関する経営者による評価、その範囲及び頻度 

(4) 重要な会計方針に関する事項 

(5) 財務諸表に重要な影響を与える会計上の見積りに関する事項 

(6) 重要な偶発事象及び後発事象に関する事項 

(7) 不正、誤謬又は違法行為に関する事項 

・ 監査人が発見した取締役・執行役の職務遂行に関する不正な行為及び違法行為 

・ 監査人が発見した重要な虚偽の表示をもたらす不正又はその兆候（重要な虚偽

の表示をもたらす違法行為を含む。） 
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・ 経営者が個別にも集計しても重要でないと判断した未訂正の虚偽の表示 

・ 監査役等が職務遂行上発見した不正、誤謬若しくは違法行為又はそれらの兆候 

(8) 継続企業の前提に関する事項 

・ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有無 

・ 継続企業の前提に関する経営者の評価 

・ 継続企業の前提に関する監査人の判断 

(9) 財務諸表又は監査報告書に重要な影響を及ぼす事項で、経営者と合意に至ってい

ない事項 

(10) 監査報告書における除外事項又は追記情報に関する事項 

コミュニケーションの時期 

９．監査役等とのコミュニケーションは、内容に応じて適時に行うことが必要である。

これにより、監査役等に適切な措置を適時に講じる機会を提供することができる。 

コミュニケーションの方法 

10．監査役等とのコミュニケーションは、口頭又は書面で行われる。口頭でコミュニケ

ーションを行った場合にも、監査人はその内容を監査調書に記録する。 

発効及び適用 

11．本報告書は、平成 16 年２月 17 日に発効し、平成 16 年３月１日以後終了する事業

年度に係る監査から適用する。 

12．「監査基準委員会報告書第 25 号「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミ

ュニケーション」の一部改正について」（平成 21 年４月 21 日）は、平成 21 年３月

31 日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 

 


